
件名：全ての海外から豪州への渡航者に１４日間の自己隔離措置（新型コロナウィルス

（COVID-19）に関する豪州政府発表） 

 

【ポイント】 

●３月１５日，モリソン首相は記者会見で，本１５日深夜（midnight tonight）から，全て

の海外から豪州への渡航者に対して，１４日間の自己隔離措置を求めることにした旨発表

しました。 

●また，同首相は握手を含めた身体的接触を避ける等，社会的距離（social distancing）

を置くことを豪州国民に求めました。 

 

【本文】 

１ ３月１５日，モリソン首相は記者会見で，本１５日深夜から，全ての海外から豪州への

渡航者に対して，１４日間の自己隔離措置を求める旨，また，全ての国際クルーズ船の入港

を拒否する旨発表しました。自己隔離措置については毎週見直され，クルーズ船の入港拒否

は当面３０日間実施されます。 

２ なお，自己隔離措置の違反者に対しては，それぞれの州法により罰せられる可能性があ

ります。現時点で罰則の詳細は不明ですので，各州政府のウェブサイトを確認する等してく

ださい。 

３ モリソン首相は，同１５日の記者会見で，握手を含めた身体的接触を避ける等，社会的

距離を置くことを豪州国民に求めました。 

４ 豪州における感染者数は，３月１５日時点の連邦保健省の発表によれば２４９例とな

っており，ＡＣＴは１例となっています。ＡＣＴ在留邦人の皆様，旅行等で滞在中の皆様に

おかれましては，これまでにご案内した予防対策を講じるとともに，常に最新の情報を入手

の上，法令を遵守し，感染予防に努めてください。 

５ ３月１４日，連邦保健省は，豪州国民に新型コロナウイルスに関する情報提供のための

全国キャンペーンを開始し，感染リスク低減のための措置等をサイトに掲載しているとこ

ろ，ご参考にしてください。 

 

豪保健省コロナウイルス低減のための全国キャンペーン 

https://www.health.gov.au/news/launch-of-the-coronavirus-covid-19-campaign 

豪首相会見記録 

https://www.pm.gov.au/media/transcript-press-conference 

豪内務省新型コロナウイルスに関する入国規制措置 

https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/current-alerts/novel-coronavirus 

豪保健省の新型コロナウイルス特設ページ 

https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-
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alert 

ＡＣＴ保健局の新型コロナウイルス特設ページ 

https://www.health.act.gov.au/public-health-alert/updated-information-about-

covid-19 

豪外貿省新型コロナウイルス特設ページ 

https://www.smartraveller.gov.au/COVID-19-australian-travellers 

日本国外務省海外安全ホームページ 

https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

日本国厚生労働省ホームページ（新型コロナウィルス感染症について） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

日本国首相官邸新型コロナウィルス感染症対策本部 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html 

ＷＨＯホームページ（基礎的な予防対策） 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-

public 

 

【問い合わせ先】 

在オーストラリア日本国大使館領事部 

電話：02-6273-3244（代表） 

FAX：02-6273-1848 

メール：consular@cb.mofa.go.jp 

大使館 HP：https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

 

※たびレジに簡易登録をされた方でメールの配信を停止・変更したい方は，以下の URLから

手続きをお願いいたします。 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 
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